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第 12編 建築設計編

第２章 業務の実施

第 12104条 業務の着手

第 12105条 設計図書等の貸与又は支給及び点検

第 12112条 打合せ及び記録

第 12114条 資料の返却

第３章 設計業務等一般

第１編 土木設計共通編

第１章 総則

第 1102条 用語の定義

30 「書面」とは、打合せ簿等の帳票をいい、発行年月日を記録し､記名（署

名又は押印を含む）したものを有効とする。

ただし、情報共有システムを用いて作成し、指示、請求、通知、報告、申し

出、承諾、質問、回答、協議、提出、提示する場合は、記名がなくても有効

とする。

（ 削 除 ）

39 「連絡」とは、監督員と受注者の間で、契約書に該当の無い事項又は緊

急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより

互いに知らせることをいう。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要と

第 12編 建築設計編

第１章 総則

第 12105条 設計図書の支給及び点検

第 12112条 打合せ等

第 12114条 資料の貸与及び返却

第２章 設計業務等一般

第１編 土木設計共通編

第１章 総則

第 1102条 用語の定義

30 「書面」とは、手書き､印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し､記

名、署名又は捺印したものを有効とする。

（１）緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できる

ものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。電子メールにより

行う場合は、「愛媛県土木設計業務等の電子納品要領（以下、「電子納品要領」

という。）」によるものとする。

（２）電子納品を行う場合は、「電子納品要領」によるものとする。

39 「連絡」とは、監督職員と受注者の間で、契約書に該当の無い事項又は

緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどによ

り互いに知らせることをいう。
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する。

40 「電子納品」とは、電子成果品を納品することをいう。なお、「愛媛県土

木設計業務等の電子納品要領（以下、「電子納品要領」という。）」によるもの

とする。

41 「情報共有システム」とは、監督員及び受注者の間の情報を電子的に交

換・共有することにより業務効率化を実現するシステムのことをいう。なお、

受注者は本システムを用いて作成及び提出等を行ったものについて、別途紙

に出力して提出しなくてもよい。

第 1103 条 受発注者の責務

１ 受注者は、契約の履行に当たって業務等の意図及び目的を十分理解した

うえで業務等に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技

術を十分に発揮しなければならない。

２ 受注者及び発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、

円滑な業務の履行に努めなければならない。

３ 受注者は、設計業務等の適正な実施のために必要な技術的能力の向上、

情報通信技術を活用した設計業務等の実施の効率化等による生産性の向上並

びに技術者の育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金、労働時間その他の

労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めなければならない。

第 1107条 管理技術者

４ 管理技術者に委任できる権限は契約書第 10 条第２項に規定した事項と

する。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注

者に報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第 10 条第

２項の規定により行使できないとされた権限を除く）を有するものとされ発

40 「電子納品」とは、電子成果品を納品することをいう。

第 1103 条 受発注者の責務

受注者は、契約の履行に当たって業務等の意図及び目的を十分理解したうえ

で業務等に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を

十分に発揮しなければならない。

受注者及び発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、

円滑な業務の履行に努めなければならない。

第 1107条 管理技術者
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注者及び監督員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。

５ 管理技術者は、監督員が指示する関連のある設計業務等の受注者と十分

に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。

６ 管理技術者は、照査結果の確認を行わなければならない。

７ 管理技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、

出産、育児、介護等やむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上

の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。

第 1108条 照査技術者及び照査の実施

２ 設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、下記に示す内容によ

るものとする。

（６）照査技術者は、特記仕様書に定める照査報告毎における照査結果を照

査報告書及び報告完了時における全体の照査報告書をとりまとめ、照査技術

者の責において記名（署名又は押印を含む）のうえ管理技術者に提出するも

のとする。

第 1110条 提出書類

２ 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注

者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を

指示した場合は、これに従わなければならない。なお、情報共有システムを

利用する場合は、システムで出力される様式を使用することができる。

３ 受注者は、契約時又は変更時において、委託料が 100 万円以上の業務に

ついて、業務実績情報システム（以下「テクリス」という。）に基づき、受注・

変更・完了・訂正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお

願い」をテクリスから監督員にメール送信し、監督員の確認を受けた上で、

４ 管理技術者は、監督員が指示する関連のある設計業務等の受注者と十分

に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。

５ 管理技術者は、照査結果の確認を行わなければならない。

６ 管理技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、

出産、育児、介護等やむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上

の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。

第 1108条 照査技術者及び照査の実施

２ 設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、下記に示す内容によ

るものとする。

（６）照査技術者は、特記仕様書に定める照査報告毎における照査結果を照

査報告書及び報告完了時における全体の照査報告書をとりまとめ、照査技術

者の責において署名又は記名捺印のうえ管理技術者に提出するものとする。

第 1110条 提出書類

２ 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注

者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を

指示した場合は、これに従わなければならない。

３ 受注者は、契約時又は変更時において、委託料が 100 万円以上の業務に

ついて、業務実績情報システム（以下「テクリス」という。）に基づき、受注・

変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、

受注時は契約締結後、15 日（休日等を除く）以内に、登録内容の変更時は変
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受注時は契約締結後、15 日（休日等を除く）以内に、登録内容の変更時は変

更があった日から、閉庁日を除き 15日以内に、完了時は業務完了後、15 日

（休日等を除く）以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければな

らない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする（担

当技術者の登録は８名までとする）。なお、登録内容に訂正が必要な場合、テ

クリスに基づき、「訂正のための確認のお願い」を作成し、訂正があった日か

ら、15 日（休日等を除く）以内に監督員の確認を受けたうえ、登録機関に登

録申請しなければならない。 

また、受注者は、契約時において、予定価格が 500 万円を超える競争入札に

より調達される建設工事に関する調査、測量及び設計業務において調査基準

価格を下回る金額で落札した場合、テクリスに業務実績情報を登録する際は、

「低価格入札である」にチェックし、業務名称の先頭に「【低】」を追記した

上で「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けること。 

 

例：【低】○○○○業務 

 

また、登録機関発行の「登録内容確認書」はテクリス登録時に監督員にメー

ル送信される。なお、変更時と完了時の間が、15日間（休日等を除く）に満

たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 

また、本業務の完了後において訂正または削除する場合においても同様に、

テクリスから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で登

録機関に登録申請しなければならない。 

なお、監督員の確認においては、「コリンズ・テクリス登録内容確認システ

ム」の使用を原則とし、受発注者双方の事務手続きの簡素化・迅速化に取組

むものとする。 

更があった日から、閉庁日を除き 15日以内に、完了時は業務完了後、15 日

（休日等を除く）以内に、書面により監督員の確認を受けたうえで、登録機

関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書

に示した技術者とする（担当技術者の登録は８名までとする）。なお、登録内

容に訂正が必要な場合、テクリスに基づき、「訂正のための確認のお願い」を

作成し、訂正があった日から、15 日（休日等を除く）以内に監督員の確認を

受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。 

また、受注者は、契約時において、予定価格が 500 万円を超える競争入札に

より調達される建設工事に関する調査、測量及び設計業務において調査基準

価格を下回る金額で落札した場合、業務実績情報システム（テクリス） に業

務実績情報を登録する際は、業務名称の先頭に「【低】」を追記した上で「登

録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けること。 

 

 

例：【低】○○○○業務 

 

また、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロード

し、直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、

15日間（休日等を除く）に満たない場合は、変更時の提出を省略できるもの

とする。また、本業務の完了後において訂正または削除する場合においても、

速やかに発注者の確認を受けたうえで登録機関に登録申請し、登録後にはテ

クリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、発注者に提出しなければ

ならない。 
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第 1111条 打合せ等 

５ 打合せの想定回数は、特記仕様書又は数量総括表による。 

６ 監督員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」※１、「ウィークリースタン

ス」※２に努める。 

※１ ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、１日あるいは適切な期

限までに対応することをいう。なお、１日での対応が困難な場合などは、い

つまでに対応するかを連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをい

う。 

※２ ウィークリースタンスとは、労働環境を改善し、円滑な実施と品質向

上に努めることを目的に、受発注者間で確認・共有した取組みの総称をいう。 

 

第 1112条 業務計画書 

１ 受注者は、契約締結後 14 日（休日等を含む）以内に業務計画書を作成

し、監督員に提出しなければならない。 

（ 削 除 ） 

 

２ 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 

（１）業務概要 

（２）実施方針 

（ 削 除 ） 

（３）業務組織計画 

（４）打合せ計画 

（５）成果物の品質を確保するための計画 

（６）成果物の内容、部数 

 

第 1111条 打合せ等 

５ 打合せ（対面）の想定回数は、特記仕様書又は数量総括表による。 

６ 監督員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」※に努める。※ワンデーレ

スポンスとは、問合せ等に対して、１日あるいは適切な期限までに対応する

ことをいう。なお、１日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応する

かを連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。 

 

 

 

 

 

第 1112条 業務計画書 

１ 受注者は、契約締結後 14 日（休日等を含む）以内に業務計画書を作成

し、監督員に提出しなければならない。 

ただし、当初の委託料が 50万円未満の業務については、監督員が指示する場

合を除き、業務計画書の作成を省略することができる。 

２ 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 

（１）業務概要 

（２）実施方針 

（３）業務工程 

（４）業務組織計画 

（５）打合せ計画 

（６）成果物の品質を確保するための計画 

（７）成果物の内容、部数 
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（７）使用する主な図書及び基準 

（８）連絡体制(緊急時含む) 

（９）使用する主な機器 

（10）安全管理 

（11）その他 

なお、当初の委託料が 300 万円未満の業務については、監督員が指示する場

合を除き、業務計画書を簡易版とすることができる。簡易版は上記事項のう

ち（１）、（２）、（４）、（５）、（６）を省略できるものとする。 

         （11）その他には、第 1131 条個人情報の取扱い、第 1132 

条安全等の確保及び第 1136 条行政情報流出防止対策の強化に関する事項も

含めるものとする。土地への立ち入り等を実施する場合には、地元関係者等

から業務に関する質疑等の応答を求められた時の対応及び連絡体制を記載す

るものとする。 

なお、受注者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場

合は、業務計画書に照査技術者及び照査計画について記載するものとする。 

 

第 1116条 土地への立入り等 

４ 受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明

書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、

これを常に携帯しなければならない。 

なお、受注者は、業務履行期間中に身分証明書を発注者に返却しなければな

らない。 

 

第 1119条 検査 

３ 検査員は、監督員及び管理技術者の立会の上、次の各号に掲げる検査を

（８）使用する主な図書及び基準 

（９）連絡体制(緊急時含む) 

（10）使用する主な機器 

（11）安全管理 

（12）その他 

 

 

 

（２）実施方針又は（12）その他には、第 1131 条個人情報の取扱い、第 1132 

条安全等の確保及び第 1136 条行政情報流出防止対策の強化に関する事項も

含めるものとする。土地への立ち入り等を実施する場合には、地元関係者等

から業務に関する質疑等の応答を求められた時の対応及び連絡体制を記載す

るものとする。 

なお、受注者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場

合は、業務計画書に照査技術者及び照査計画について記載するものとする。 

 

第 1116条 土地への立入り等 

４ 受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明

書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、

これを常に携帯しなければならない。 

なお、受注者は、立入り作業完了後 10日以内（休日等を除く）に身分証明書

を発注者に返却しなければならない。 

 

第 1119条 検査 

３ 検査員は、監督員及び管理技術者の立会の上、次の各号に掲げる検査を
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行うものとする。ただし、発注者が検査時に受注者の立会の必要性がないと

判断する業務については、管理技術者の立会を省略できるものとする。 

 

第 1126条 受注者の賠償責任等 

受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償又は履行の追完を行わな

ければならない。 

（１）契約書第 28 条に規定する一般的損害、契約書第 29条に規定する第三

者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべき損害とされた場合 

（２）契約書第 41条に規定する契約不適合責任として請求された場合 

（３）受注者の責により損害が生じた場合 

 

第 1132条 安全等の確保 

１ 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に際しては、設計業務等関係者

だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次

の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）受注者は、「土木工事安全施工技術指針」（国土交通省大臣官房技術審

議官通知令和７年３月）を参考にして常に業務の安全に留意し現場管理を行

い災害の防止を図らなければならない。 

５ 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたり、災害予防のため、次

の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 

（１）受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱（国土交通省告示第 496 号

令和元年９月２日）を遵守して災害の防止に努めなければならない。 

 

第 1134条 履行報告 

受注者は、契約書第 15条の規定に基づき、設計図書の定めるところにより、

行うものとする。 

 

 

第 1126条 受注者の賠償責任 

受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 

 

（１）契約書第 28条に規定する一般的損害、契約書第 29条に規定する第三

者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべき損害とされた場合 

（２）契約書第 41条に規定する契約不適合である場合 

（３）受注者の責により損害が生じた場合 

 

第 1132条 安全等の確保 

１ 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に際しては、設計業務等関係者

だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次

の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）受注者は、「土木工事安全施工技術指針」（国土交通省大臣官房技術審

議官通達平成 13 年３月 29 日）を参考にして常に業務の安全に留意し現場管

理を行い災害の防止を図らなければならない。 

５ 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたり、災害予防のため、次

の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 

（１）受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱（建設省事務次官通達平成

５年１月 12日）を遵守して災害の防止に努めなければならない。 

 

第 1134条 履行報告 

受注者は、契約書第 15条の規定に基づき、履行状況報告を作成し、監督員に



               改 定                           現 行   設計業務等共通仕様書 共通編 

履行状況報告を作成し、監督員に提出しなければならない。 

 

第 1136 条 行政情報流出防止対策の強化 

２ 受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵

守しなければならない。 

（事故の発生時の措置） 

（１）受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの

事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るもの

とする。 

（２）この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ

上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。 

３ 発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告

を求め、検査確認を行う場合がある。 

 

第 1138条 保険加入の義務 

１ 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年

金保険法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者と

するこれらの保険に加入しなければならない。 

２ 受注者は、現場作業が発生する場合は、法定外の労災保険に付さなけれ

ばならない。 

 

第 1139条 新技術の活用について 

１ 受注者は、新技術情報提供システム（NETIS)を利用することにより、活

用することが有用と思われる NETIS 登録技術が明らかになった場合は、監

督員に報告するものとする。なお、活用の有無については協議の上、決定す

提出しなければならない。 

 

第 1136 条 行政情報流出防止対策の強化 

２ 受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵

守しなければならない。 

（事故の発生時の措置） 

（１）受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの

事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るもの

とする。 

（２）この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ

上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。 

（３）発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報

告を求め、検査確認を行う場合がある。 

 

第 1138条 保険加入の義務 

受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保

険法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とする

これらの保険に加入しなければならない。 
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るものとする。 

２ 受注者は、新技術情報提供システム（NETIS)に登録されている技術を活

用して業務を実施する場合には、新技術の内容、対象数量、活用理由等につ

いて、業務計画書に記載しなければならない。 

 

第２章 設計業務等一般 

第 1209条 設計業務の条件 

11 受注者は、概略設計又は予備設計を行った結果、後段階の設計において

一層のコスト縮減及び生産性向上の検討の余地が残されている場合は、最適

案として選定された１ケースについてコスト縮減及び生産性向上の観点よ

り、形状、構造、使用材料、施工方法等について、後設計時に検討すべきコ

スト縮減及び生産性向上の提案を行うものとする。 

この提案は概略設計又は予備設計を実施した受注者がその設計を通じて得た

着目点・留意事項等（コスト縮減及び生産性向上の観点から後設計時に一層

の検討を行うべき事項）について、後設計を実施する技術者に情報を適切に

引き継ぐためのものであり、本提案のために新たな計算等の作業を行う必要

はない。 

12 受注者は、概略設計又は予備設計における比較案の提案、評価及び検討

する場合には、新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）を利用し、有用な新

技術・新工法を積極的に活用するための検討を行うものとする。なお、従来

技術の検討においては、ＮＥＴＩＳ掲載期間終了技術についても、技術の優

位性や活用状況を考慮して検討の対象に含めることとする。 

また、受注者は、詳細設計における工法等の選定においては、従来技術（Ｎ

ＥＴＩＳ掲載期間終了技術を含む）に加えて、新技術情報提供システム（Ｎ

ＥＴＩＳ）等を利用し、有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検

 

 

 

 

 

第２章 設計業務等一般 

第 1209条 設計業務の条件 

11 受注者は、概略設計又は予備設計を行った結果、後段階の設計において

一層のコスト縮減の検討の余地が残されている場合は、最適案として選定さ

れた１ケースについてコスト縮減の観点より、形状、構造、使用材料、施工

方法等について、後設計時に検討すべきコスト縮減提案を行うものとする。 

この提案は概略設計又は予備設計を実施した受注者がその設計を通じて得た

着目点・留意事項等（コスト縮減の観点から後設計時に一層の検討を行うべ

き事項）について、後設計を実施する技術者に情報を適切に引き継ぐための

ものであり、本提案のために新たな計算等の作業を行う必要はない。 

 

 

12 受注者は、概略設計又は予備設計における比較案の提案、若しくは、概

略設計における比較案を予備設計において評価、検討する場合には、新技術

情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）を利用し、有用な新技術・新工法を積極的

に活用するための検討を行うものとする。 

 

また、受注者は、詳細設計における工法等の選定においては、新技術情報提

供システム（ＮＥＴＩＳ）等を利用し、有用な新技術・新工法を積極的に活

用するための検討を行い、監督員と協議のうえ、採用する工法等を決定した
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討を行い、監督員と協議のうえ、採用する工法等を決定した後に設計を行う

ものとする。 

（参考）主要技術基準及び参考図書 

R7.3 現在 

 

※R7.3現在時点で時点更新 

※個々の主要技術基準及び参考図書の新旧対照表は省略 

後に設計を行うものとする。 

 

（参考）主要技術基準及び参考図書 

H28.3現在 

 



改 定 現 行

第 2111条 河川水辺環境調査の区分

河川水辺環境調査の区分は、次の各項に定めるところによる。

（１）生物調査

１）～６） 省略

７）河川環境基図作成調査

（２）～（４） 省略

第 2118条 河川環境基図作成調査

１ 業務目的  省略

２ 業務内容

（１）～（３） 省略

（４）調査成果のとりまとめ

受注者は、調査成果について所定の様式に基づき、とりまとめ、

河川環境基図を作成するものとする。

（５）～（６） 省略

第 2111条 河川水辺環境調査の区分

河川水辺環境調査の区分は、次の各項に定めるところによる。

（１）生物調査

１）～６） 省略

          

（２）～（４） 省略

第 2118条 河川調査

１ 業務目的  省略

２ 業務内容

（１）～（３） 省略

（４）調査成果のとりまとめ

受注者は、調査成果について所定の様式に基づき、とりまとめ、

河川調査総括図を作成するものとする。

（５）～（６） 省略
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第 2121条 成果物 

１ 環境影響評価  省略 

表 2.1.1 成果物一覧表 

成果物項目 摘要 

計画段階配慮書（案） ※２ 

環境影響評価報告書一式 ※１ 

方法書（案）  

準備書（案） ※２ 

評価書（案） ※２ 

評価書の補正等  

※１ 環境影響評価報告書には、評価項目・調査・評価手法の

選定、調査、予測・評価及び環境保全措置の検討等の報告

書を含むものとする。 

※２ 要約書（案）を含むものとする。 

 

２ 河川水辺環境調査  省略 

 

第 2207条 貯留関数法による検討 

１ 業務目的  省略 

２ 業務内容 

（１）～（２） 省略 

（３）現地調査 

１）行程計画 

受注者は、現地調査にあたり、検討する際の必要な項目につい

第 2121条 成果物 

１ 環境影響評価  省略 

表 2.1.1 成果物一覧表 

成果物項目 摘要 

            

環境影響評価報告書一式 ※１ 

方法書（案）  

準備書（案） ※２ 

評価書（案） ※２ 

          

※１ 環境影響評価報告書には、評価項目・調査・評価手法の

選定、調査、予測・評価及び環境保全措置の検討等の報告

書を含むものとする。 

※２ 要約書（案）を含むものとする。 

 

２ 河川水辺環境調査  省略 

 

第 2207条 貯留関数法による検討 

１ 業務目的  省略 

２ 業務内容 

（１）～（２） 省略 

（３）現地調査 

１）行程計画及びとりまとめ 

受注者は、現地調査にあたり、検討する際の必要な項目につい

設計業務等共通仕様書 河川編



て事前に図上で予備的な調査を行い、行程計画を立案するものと

する。 

２） 省略 

（４）～（７） 省略 

 

第 2306条 護岸予備設計 

１ 業務目的 省略 

２ 業務内容 省略 

（１）～（２） 省略 

（３）基本事項の検討 

１）基礎検討 

受注者は、対象範囲の区間毎に護岸の主要課題である次の事項

を検討及び決定し、安全性について特に注意すべき点を明確にす

るものとする。 

① 法線形（3案程度） 

② 護岸の根入れ（洗掘深の検討） 

③ 環境 

２）法覆工法検討 

受注者は、「基礎検討」に基づいて洪水時の流速、土圧、地下水

圧等に対して十分な強度を有し、施工性及び経済性等に優れる法

覆工について 3 案程度提案して各々について検討を行うものと

する。 

３）基礎工法の検討 

① 一般地盤の場合 

受注者は、「基礎検討」に基づいて、現地の状況、経年変化の調

て事前に図上で予備的な調査を行い、行程計画を立案するものと

する。 

２） 省略 

（４）～（７） 省略 

 

第 2306条 護岸予備設計 

１ 業務目的 省略 

２ 業務内容 省略 

（１）～（２） 省略 

（３）基本事項の検討 

１）基礎検討 

受注者は、対象範囲の区間毎に護岸の主要課題である次の事項

を検討及び決定し、安全性について特に注意すべき点を明確にす

るものとする。 

① 法線形（3案  ） 

② 護岸の根入れ（洗掘深の検討） 

③ 環境 

２）法覆工法検討 

受注者は、「基礎検討」に基づいて洪水時の流速、土圧、地下水

圧等に対して十分な強度を有し、施工性及び経済性等に優れる法

覆工について 3 案  提案して各々について検討を行うものと

する。 

３）基礎工法の検討 

① 一般地盤の場合 

受注者は、「基礎検討」に基づいて、現地の状況、経年変化の調
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査結果を考慮して安全で施工性に優れた護岸基礎工法を 3 案程

度提案し、検討するものとする。 

② 省略 

４） 省略 

５）環境護岸検討 

受注者は、「基礎検討」に基づいて、検討対象護岸のうち、環境

護岸（親水護岸等）として計画する位置、タイプ及び構造等、基

本的な計画案を 3 案程度提案して各々について検討を行うもの

とする。 

６） 省略 

（４）基本ケースの選定 

１） 省略 

２）基本ケースの選定 

受注者は、比較検討の結果を概略図として、平面（法線、環境

等）、縦断（根入れ、構造物）及び断面（構造）等を整理し、当該

区間全体に亘る護岸形式として河川特性を十分に考慮した 6 ケ

ース程度を選定する。 

（５）図面作成 

受注者は、下記の図面（縦断図を除く）について基本ケース

（（４）で選定したケース）を作成するものとする。 

１） 省略 

２）縦断図 

平面図と同縮尺の規模で現況状況に対して計画河床、堤防高、

関連施設等の挿入を計り、適切な縦断計画図を作成するものとす

る。 

査結果を考慮して安全で施工性に優れた護岸基礎工法を 3案 

  提案し、検討するものとする。 

② 省略 

４） 省略 

５）環境護岸検討 

受注者は、「基礎検討」に基づいて、検討対象護岸のうち、環境

護岸（親水護岸等）として計画する位置、タイプ及び構造等、基

本的な計画案を 3 案  提案して各々について検討を行うもの

とする。 

６） 省略 

（４）基本ケースの選定 

１） 省略 

２）基本ケースの選定 

受注者は、比較検討の結果を概略図として、平面（法線、環境

等）、縦断（根入れ、構造物）及び断面（構造）等を整理し、当該

区間全体に亘る護岸形式として河川特性を十分に考慮した 6 ケ

ース  を選定する。 

（５）図面作成 

受注者は、下記の図面（縦断図を除く）について基本ケース（6

ケース）を作成するものとする。 

１） 省略 

２）縦断図 

平面図と同縮尺の規模で現況状況に対して計画河床、堤防高、

関連施設等の挿入を計り、適切な縦断計画図を作成するものとす

る。 
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なお、作成図面は原則として基本ケースを代表する 1ルートと

するが、法線が著しく異なる場合は別途作成するものとする。 

３）～５） 省略 

（６） 省略 

１）施工方法の検討 

基本事項の検討において決定された護岸タイプを基に該当区

間護岸工事の施工計画案（施工方針、施工順序及び施工機械等）

を 3案程度立てるものとする。 

２）仮設計画の検討 

受注者は、施工方法の検討で立案された 3案程度について仮設

工の必要性及び規模諸元を水理計算等により求め、仮設計画を立

てるものとする。 

３）全体施工計画の比較検討 

受注者は、上記の検討を踏まえ、基本ケースのうち、施工方針

の異なる代表 3案程度を対象に、対象区間全体の平面、工程計画

を立て、施工性、安全性、経済性等の比較検討を行うものとする。 

（７） 省略 

（８）総合評価 

受注者は、(4)において選定された基本ケース（6ケース程度）に

ついて、安全性、経済性、施工性及び環境等を総合的に評価し、技

術的面から優劣を検討し、最適の護岸タイプを提案するものとす

る。 

（９）～（12） 省略 

３ 省略 

 

なお、作成図面は原則として６ケースを代表する 1ルートとす

るが、法線が著しく異なる場合は別途作成するものとする。 

３）～５） 省略 

（６） 省略 

１）施工方法の検討 

基本事項の検討において決定された護岸タイプを基に該当区

間護岸工事の施工計画案（施工方針、施工順序及び施工機械等）

を 3案  立てるものとする。 

２）仮設計画の検討 

受注者は、施工方法の検討で立案された 3案  について仮設

工の必要性及び規模諸元を水理計算等により求め、仮設計画を立

てるものとする。 

３）全体施工計画の比較検討 

受注者は、上記の検討を踏まえ、６ケースのうち、施工方針の

異なる代表 3案  を対象に、対象区間全体の平面、工程計画を

立て、施工性、安全性、経済性等の比較検討を行うものとする。 

（７） 省略 

（８）総合評価 

受注者は、(4)において選定された基本ケース（6ケース  ）に

ついて、安全性、経済性、施工性及び環境等を総合的に評価し、技

術的面から優劣を検討し、最適の護岸タイプを提案するものとす

る。 

（９）～（12） 省略 

３ 省略 
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第 2307条 護岸詳細設計 

１ 省略 

２ 省略 

（１）～（３） 省略 

（４）本体設計 

１）一般地盤の場合 

① 省略 

② 安定計算 

受注者は、基礎工法の検討結果を基に、代表個所 3断面程度

について安定計算を行い、安全度を確認するものとする。 

２）軟弱地盤の場合 

① 省略 

② 現況護岸の安定計算 

受注者は、現況護岸の工法及び断面がどの程度の安全度を保

っているか、上記①の定数を用いて代表 3断面程度の安定計算

を行うものとする。 

③ ～ ④ 省略 

（５）～（６） 省略 

（７）図面作成及びパース作成 

受注者は、一般平面図、縦断面図、標準横断図、護岸構造図、護

岸展開図、土工横断図、場所打ＲＣ部の配筋図等を作成するものと

する。また、環境護岸平面図、環境護岸標準横断図、環境護岸構造

図等を作成し、仮設平面図、切廻し水路設計図、工事用道路設計図、

仮締切設計図等を作成するものとする。 

なお、決定した護岸形式を基に周辺を含めた着色パース（Ａ3版）

第 2307条 護岸詳細設計 

１ 省略 

２ 省略 

（１）～（３） 省略 

（４）本体設計 

１）一般地盤の場合 

① 省略 

② 安定計算 

受注者は、基礎工法の検討結果を基に、代表個所 3断面   

について安定計算を行い、安全度を確認するものとする。 

２）軟弱地盤の場合 

① 省略 

② 現況護岸の安定計算 

受注者は、現況護岸の工法及び断面がどの程度の安全度を保

っているか、上記①の定数を用いて代表 3断面  の安定計算

を行うものとする。 

③ ～ ④ 省略 

（５）～（６） 省略 

（７）図面作成       

受注者は、一般平面図、縦断面図、標準横断図、護岸構造図、護

岸展開図、土工横断図、場所打ＲＣ部の配筋図等を作成するものと

する。また、環境護岸平面図、環境護岸標準横断図、環境護岸構造

図等を作成し、仮設平面図、切廻し水路設計図、工事用道路設計図、

仮締切設計図等を作成するものとする。 

なお、決定した護岸形式を基に周辺を含めた着色パース（Ａ3版）
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を 1タイプについて作成する。 

（８）～（10） 省略 

３ 省略 

 

第 2310条 樋門詳細設計 

１ 省略 

２ 省略 

（１）～（４） 省略 

（５）構造設計 

１）～４） 省略 

５）ゲート工及び操作室の設計 

受注者は、ゲート工及び操作室について下記事項を決定するも

のとする。ただし、機械関係（金物）の詳細設計は含まない。 

① ～ ④ 省略 

６） 省略 

（６）～（12） 省略 

３ 省略 

 

第 2315条 堰予備設計 

１ 省略 

２ 省略 

（１）～（５） 省略 

（６）施工計画検討 

受注者は、施工計画検討について、第 2309 条樋門予備設計第 2

項(6)に準ずるものとする。 

を 1タイプについて作成する。 

（８）～（10） 省略 

３ 省略 

 

第 2310条 樋門詳細設計 

１ 省略 

２ 省略 

（１）～（４） 省略 

（５）構造設計 

１）～４） 省略 

５）ゲート工及び操作室の設計 

受注者は、ゲート工及び操作室について下記事項を決定するも

のとする。                     

① ～ ④ 省略 

６） 省略 

（６）～（12） 省略 

３ 省略 

 

第 2315条 堰予備設計 

１ 省略 

２ 省略 

（１）～（５） 省略 

（６）施工計画検討 

受注者は、施工計画検討について、第 2306 条樋門予備設計第 2

項(6)に準ずるものとする。 
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（７） 省略 

（８）パース作成 

受注者は、パース作成について、第 2309条樋門予備設計第 2 項

(8)に準ずるものとする。 

（９）～（10） 省略 

３ 省略 

 

第 2316条 堰詳細設計 

１ 省略 

２ 省略 

（１） 省略 

（２）現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 2306条護岸予備設計第 2 項(2)

に準ずるものとする。 

（３）～（11） 省略 

３ 省略 

 

第 2318条 水門予備設計 

１ 省略 

２ 省略 

（１）～（７） 省略 

（８）パース作成 

受注者は、パース作成について、第 2309 条樋門予備設計第 2 項

(8)に準ずるものとする。 

（９）～（10） 省略 

（７） 省略 

（８）パース作成 

受注者は、パース作成について、第 2306条樋門予備設計第 2 項

(8)に準ずるものとする。 

（９）～（10） 省略 

３ 省略 

 

第 2316条 堰詳細設計 

１ 省略 

２ 省略 

（１） 省略 

（２）現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 2303条護岸予備設計第 2 項(2)

に準ずるものとする。 

（３）～（11） 省略 

３ 省略 

 

第 2318条 水門予備設計 

１ 省略 

２ 省略 

（１）～（７） 省略 

（８）パース作成 

受注者は、パース作成について、第 2306 条樋門予備設計第 2 項

(8)に準ずるものとする。 

（９）～（10） 省略 
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３ 省略 

 

第４章 水文観測業務 

第１節 総則 

第2401 条 水文観測業務の種類 

水文観測業務は「水文観測所保守点検」、「流量観測」、「水位流

量曲線作成」及び「水文資料整理」をいう。 

 

第2402条 対象観測所 

水文観測業務で取り扱う観測所については、水文観測業務規程第３

条に定めのある観測所のうち下記のものとする。 

１．雨量観測所 

２．水位観測所 

３．水位流量観測所 

４．地下水位観測所 

 

第2403 条 業務の実施基準 

受注者は、水文観測業務の実施にあたっては、最新の技術基準及び

参考図書並びに特記仕様書に基づいて行うものとする。（共通仕様書

巻末参照）なお、使用にあたっては、事前に監督員の承諾を得るもの

とする。 

 

 

 

 

３ 省略 
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第２節 水文観測所保守点検 

 

第2404 条 水文観測所保守点検の目的 

水文観測業務規程に基づく観測が適切に行われるよう、観測所、観

測機器及び観測施設を維持及び管理するため、定期的にこれらの保守

点検を実施し、また、必要に応じ、観測所等の整備、補修等を行うこ

とを目的とする。 

 

第2405 条 水文観測所保守点検の内容 

水文観測所の保守点検における作業の内容は以下の通りとする。 

（１）現地調査 

保守点検観測所の状況等を把握するため、業務の実施にあた

り、現地調査を行い必要な現地の状況を把握するものとする。 

（２）定期点検 

観測所に対して、毎月１回以上実施する点検。観測所、観測機

器及び観測施設に対して目視による点検を基本とする。 

（３）総合点検 

観測所に対して、年１回以上実施する点検。観測所、観測機器

及び観測施設に対して詳細な点検を実施し、疑似テスト等による

点検を含めた総合的な点検をいう。 

（４）臨時点検 

観測所に対して、監督員からの指示があった場合に実施する点

検。実施内容については、監督員との協議による。 

（５）データ等の回収 

点検の際に自記紙、電子ロガーデータを回収する。自記紙の回
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収の際には現地にて記録に欠測や不審な点がないか点検を行う。 

（６）消耗品の交換 

点検の際に必要に応じて消耗品（自記紙、ペン及び電池等）を

交換する。 

（７）観測所の整備 

点検時において不良箇所が見つかった場合、その都度修繕等必

要な作業を行う。ただし、軽微でない整備の必要が生じた場合に

は、速やかに監督員に報告する。軽微な整備項目については、第

2406 条に記載の通りとする。 

（８）点検報告書の作成・提出 

点検終了後、直ちに点検結果及び自記紙等の点検報告書を監督

員に提出すること。点検報告書には、点検結果（写真、野帳）の

整理、障害のあった観測所と障害内容も整理すること。 

（９）観測所台帳の更新 

観測所の現況を常に正確に把握出来る写真に更新する。観測機

器等が更新された場合、更新年月、型式、機器費用等の情報を収

集し、水文観測業務規程細則に基づく観測所台帳に反映する。観

測機器等について、過去の更新履歴が削除されないよう留意す

る。更新記録を記入する欄が不足する場合は新しい様式を台帳に

追加して使用する。 

 

第2406 条 観測所整備 

観測が適切に実施できるよう、軽微な作業による観測所の整備を行

う。 

１．軽微な作業は、以下に示すものをいう。 
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（１）雨量観測所 

イ 受水器や濾水器に貯まったゴミや落葉、生物等の除去。 

ロ 転倒ます軸受部に付着したゴミや転倒ます底部に貯まったゴ

ミや砂の除去。 

（２）水位観測所 

イ 船による移動を必要としない人力による水位標の清掃。 

（３）地下水位計 

イ 地下水位計に付着したゴミ等の除去。 

ロ 観測孔周辺の人力による清掃。 

（４）その他観測機器 

イ その他観測機器周辺の人力による清掃。 

２．１．に示した項目についても現地状況の調査の結果、軽微な作業

でないと判断される場合には、監督員と協議する。 

 

第2407 条 水文観測所保守点検の成果物 

受注者は、以下に記載した成果物の他、特記仕様書に記載されてい

る成果物について報告書としてとりまとめて提出する。 

（１）保守点検報告書（点検記録及び現地写真含む） 

（２）自記紙等の観測成果 

（３）観測所台帳 

 

第３節 流量観測 

 

第2408 条 流量観測の目的 

水文観測業務規程に基づき、定期及び臨時に河川流量の観測を実施
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する事を目的とする。 

 

第2409 条 作業確認 

１．受注者は、流量観測作業実施日について、作業着手前に監督員に

承諾を得なければならない。 

２．監督員は必要に応じて流量観測状況について現地で確認するもの

とする。その際には、受注者は監督員に作業内容の説明や、検測

を求められた場合には協力しなければならない。 

３．受注者は、監督員が観測結果等の提出を指示した場合すみやかに

提出しなければならない。 

 

第2410 条 観測班の編成 

河川の条件に応じ、水文観測業務規程に定める河川の流量の観測が

確実かつ安全に実施できる観測班を編成しなければならない。 

 

第2411 条 流量観測所整備 

流量観測が適切に実施できるよう、軽微な作業による観測所の整備

を行う。 

１．軽微な作業は、以下に示すものをいう。 

イ 船による移動を必要としない人力による水位標の清掃 

２．１．についても現地状況の調査の結果、作業内容が軽微でないと

判断される場合には、監督員と協議の上実施するものとする。 

 

第2412 条 流速計の検定 

１．受注者は観測に使用する流速計の検定等については、『河川砂防
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技術基準 調査編』によるものとする。 

２．必要な精度の確保が確認できた流速範囲外での計測を行ってはな

らない。 

 

第2413 条 現地調査 

流量観測所の状況等を把握するため、業務の実施にあたり、現地

調査を行い必要な現地の状況を把握するものとする。 

 

第2414 条 低水流量観測の方法 

１．低水流量観測は可搬式流速計により行うものとする。 

２．低水流量観測は『河川砂防技術基準 調査編』によるものとする。 

 

第2415 条 低水流量観測の成果物 

受注者は、以下に記載した成果物のほか、特記仕様書に記載された

成果物について報告書としてとりまとめて提出する。 

（１）流量観測野帳 

（２）観測流量表 

（３）精度管理図 

 

第2416 条 高水流量観測の方法 

１．高水流量観測は浮子測法により行うものとする。 

２．高水流量観測は『河川砂防技術基準 調査編』によるものとする。 

 

第2417 条 作業確認指示事項及び連絡事項の定義 

１．流量観測作業にあたっての監督員の指示事項及び指示事項に対す
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る受注者の連絡事項とは下記のほか特記仕様書に記載した事項と

する。 

２．指示事項とは、下記のとおりとする。 

（１）「待機指示」とは、台風、集中豪雨等による河川の増水の場

合又は、増水が予想される場合、観測に必要な人員を受注者

が定める基地等に集合するよう指示することをいう。 

（２）「現地出動指示」とは、流量観測実施のために現地（観測地

点）に出動するよう指示することをいう。 

（３）「待機解除指示」とは、受注者の定める基地等での待機を解

除するよう指示することをいう。 

（４）「観測指示」とは、現地（観測地点）における流量観測作業

を実施するよう指示することをいう。 

（５）「最終観測時刻指示」とは、現地（観測地点）における最終

の観測時刻を指示することをいう。 

３．連絡事項は、下記の通りとする。 

（１）「準備完了連絡」とは、待機指示に対して観測に必要な人員

を確保し、観測用資機材の準備が完了したことを監督員に連

絡することをいう。 

（２）「現地到着連絡」とは、出動指示を受け現地に到着したこと

を監督員に連絡することをいう。 

（３）「観測開始連絡」とは、観測指示を受け観測開始したことを

監督員に連絡することをいう。 

（４）「最終観測終了連絡」とは、最終観測時刻指示に対して最終

観測が終了したことを監督員に連絡することをいう。 

４．受注者は、第２項（１）～（５）を監督員より受けた時刻、第
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３項（１）～（４）を監督員へ送った時刻は全て記録し、流量

観測終了後速やかに監督員へ報告する。 

 

第2418 条 高水流量観測の成果物 

受注者は、以下に記載した成果物のほか、特記仕様書に記載された

成果物について報告書としてとりまとめて提出する。 

（１）流量観測野帳 

（２）横断（深浅）測量野帳 

（３）観測流量表 

（４）流量計算資料 

（５）精度管理図 

第2419 条 ＡＤＣＰによる流量観測の方法 

ＡＤＣＰによる流量観測は『河川砂防技術基準 調査編』によるものと

する。 

 

第2420 条 ＡＤＣＰによる流量観測成果物 

受注者は、以下に記載した成果物のほか、特記仕様書に記載された

成果物について報告書としてとりまとめて提出する。 

（１）流量観測野帳 

（２）観測流量表 

（３）断面内流速分布図 

（４）航跡図 

（５）ＡＤＣＰ生データ 

 

 

                                

                                

 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

設計業務等共通仕様書 河川編



第2421 条 電波式流速計による流量観測の方法 

電波式流速計による流量観測は『河川砂防技術基準 調査編』による

ものとする。 

 

第2422 条 電波式流速計による流量観測成果物 

受注者は、以下に記載した成果物のほか、特記仕様書に記載された

成果物について報告書としてとりまとめて提出する。 

（１）流量観測野帳 

（２）観測流量表 

（３）横断（深浅）測量野帳 

（４）精度管理図 

（５）電波式流速計の生データ 

 

第2423 条 画像解析による流量観測の方法 

画像解析による流量観測は、現場で撮影した動画像を解析すること

で流速を計測し、流量を算出するものとする。 

 

第2424 条 標定点の設置・座標の測量 

１．新規の観測の場合は、画像解析のために現地に標定点を必要数設

置し、それらの標定点とビデオカメラの物理座標を測量する。 

２．継続した観測の場合は、既設の標定点を利用できる。ただし、事

前に物理座標の再測量を実施する。 

 

第2425 条 画像解析による流量観測成果物 

受注者は、以下に記載した成果物のほか、特記仕様書に記載された
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成果物について報告書としてとりまとめて提出する。 

（１）流量観測野帳 

（２）観測流量表 

（３）横断（深浅）測量野帳 

（４）精度管理図 

（５）ビデオカメラ位置図及び位置図座標測量データ 

（６）標定点位置図及び位置座標測量データ 

（７）動画像データ 

 

第４節 水位流量曲線作成 

 

第2426 条 水位流量曲線作成の目的 

水位流量曲線作成は、下記を目的とする。 

１．流量観測により得られた観測データを基に、水位流量曲線を作

成する。 

２．作成した水位流量曲線を用いて、確定値化した前年の水位の毎

正時データから、前年の流量の毎正時データを算出し、統計処

理を行った上で、指定された様式に整理する。 

 

第2427 条 水位流量曲線作成の方法 

水位流量曲線作成は『河川砂防技術基準 調査編』によるものとする。 

 

第2428 条 水位流量曲線作成の成果物 

受注者は、以下に記載した成果物のほか、特記仕様書に記載された

成果物について報告書としてとりまとめて提出する。 
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（１）水位流量曲線図 

（２）統計資料 

（３）水位流量曲線検討資料 

 

第５節 水文資料整理 

 

第2429 条 水文資料の定義 

水文資料とは、水文観測所において観測機器により観測された水文

観測データで、テレメータのデータ、自記紙や電子データロガーに記

録されたデータの総称とする。 

 

第2430 条 水文資料整理の目的 

水文観測データに対して標準照査を実施し、統計処理を行った上

で、指定された様式の水文資料に整理する事を目的とする。 

 

第2431 条 水文資料整理の方法 

水文資料整理は『河川砂防技術基準 調査編』によるものとする。 

 

第2432 条 水文資料整理の成果物 

受注者は、以下に記載した成果物のほか、特記仕様書に記載された

成果物について報告書としてとりまとめて提出する。 

（１）統計資料 

（２）標準照査記録 
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設計業務等共通仕様書 海岸編 

改 定 現 行 

第２節 堤防、護岸設計 

第 3103 条 堤防、護岸予備設計 

２ 業務内容 

（７）設計方針の検討 

受注者は、所定の機能が発揮されるよう、堤防・護岸の型式、天端高、天端幅、

法勾配及び法線を検討するものとする。 

 

（14）パース作成 

受注者は、必要に応じて、設計図書に基づき、設計方針がわかるように、3 タイ

プについてパース（A3 版、着色）を作成するものとする。 

 

第 3104 条 堤防、護岸詳細設計 

２ 業務内容 

（15）パース作成 

受注者は、必要に応じて、設計図書に基づき、設計方針がわかるように、3 タイ

プについてパース（A3 版、着色）を作成するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 堤防、護岸設計 

第 3103 条 堤防、護岸予備設計 

２ 業務内容 

（７）設計方針の検討 

受注者は、所定の機能が発揮されるよう、堤防の型式、天端高、天端幅、法勾配

及び法線を検討するものとする。 

 

（14）パース作成 

受注者は、設計図書に基づき、設計方針がわかるように、3 タイプについてパー

ス（A3 版、着色）を作成するものとする。 

 

第 3104 条 堤防、護岸詳細設計 

２ 業務内容 

（15）パース作成 

受注者は、設計図書に基づき、設計方針がわかるように、3 タイプについてパー

ス（A3 版、着色）を作成するものとする。 

 

 



設計業務等共通仕様書 海岸編 

改 定 現 行 

第３節 胸壁設計 

第 3106 条 胸壁予備設計 

２ 業務内容 

（14）パース作成 

受注者は、必要に応じて、設計図書に基づき、設計方針がわかるように、3 タイ

プについてパース（A3 版、着色）を作成するものとする。 

  

 

 

 

第３節 胸壁設計 

第 3106 条 胸壁予備設計 

２ 業務内容 

（14）パース作成 

受注者は、設計図書に基づき、設計方針がわかるように、3 タイプについてパー

ス（A3 版、着色）を作成するものとする。 

 

 



設計業務等共通仕様書 海岸編 

改 定 現 行 

第４節 突堤設計 

第 3109 条 突堤予備設計 

２ 業務内容 

（15）照査 

５）設計計算、設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。  

 

 

 

第４節 突堤設計 

第 3109 条 突堤予備設計 

２ 業務内容 

（15）照査 

５）設計計算、設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。 最

小鉄筋量等構造細目についても照査を行い、基準との整合を図る。 
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改 定 現 行 

第 10 節 付帯設備設計 

第 3128 条 水門及び樋門予備設計 

２ 業務内容 

（14）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項

を標準として照査を実施するものとする。 

 

第 3129 条 水門及び樋門詳細設計 

２ 業務内容 

（12）パース作成 

受注者は、必要に応じて、決定したデザインを基に、周辺を含めた着色パース（Ａ

3 版）を 1 タイプについて作成するものとする。 

 

第 3131 条 排水機場予備設計 

２ 業務内容 

（1４）パース作成 

受注者は、必要に応じて、決定したデザインを基に、周辺を含めた着色パース（Ａ

3 版）を 1 タイプについて作成するものとする。 

 

第 10 節 付帯設備設計 

第 3128 条 水門及び樋門予備設計 

２ 業務内容 

（14）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、照査を実施する

ものとする。 

 

第 3129 条 水門及び樋門詳細設計 

２ 業務内容 

（12）パース作成 

受注者は、決定したデザインを基に、周辺を含めた着色パース（Ａ3 版）を 1 タ

イプについて作成するものとする。 

 

第 3131 条 排水機場予備設計 

２ 業務内容 

（1４）パース作成 

受注者は、決定したデザインを基に、周辺を含めた着色パース（Ａ3 版）を 1 タ

イプについて作成するものとする。 
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改 定 現 行 

第 3134 条 陸閘予備設計 

２ 業務内容 

（1２）パース作成 

受注者は、必要に応じて、決定したデザインを基に、周辺を含めた着色パース（Ａ

3 版）を 1 タイプについて作成するものとする。 

 

第 3134 条 陸閘予備設計 

２ 業務内容 

（1２）パース作成 

受注者は、決定したデザインを基に、周辺を含めた着色パース（Ａ3 版）を 1 タ

イプについて作成するものとする。 
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改 定 現 行 

第１１節 成果物  

第 3136 条 成果物  

表 3.1.1 予備設計成果物一覧 

※砂浜の本体工一般図については、砂と突堤等の境界面における防砂版が設計業

務に含まれる際に限り作成するものとする。 

 

第１１節 成果物  

第 3136 条 成果物  

表 3.1.1 予備設計成果物一覧 

 

 



設計業務等共通仕様書 道路編 

改 定 現 行 

第１章 道路環境調査 

第２節 成果物 

第 6110 条 成果物 

１ 環境影響調査 

受注者は、表 6.1.1 に示す成果物を作成し、第 1117 条成果物の提出に従

い納品するものとする。  

 

表 6.1.1 環境影響評価成果物一覧表 

成 果 物 摘 要 

計画段階配慮書（案） ※２ 

環境影響評価報告書一式 ※１ 

方法書（案）  

準備書（案） ※２ 

評価書（案） ※２ 

評価書の補正等  

※１ 環境影響評価報告書には、評価項目・調査・評価手法の選定、調査及び

予測・評価・環境保全措置の検討等の報告書を含むものとする。 

※２ 要約書（案）を含むものとする。 

第１章 道路環境調査 

第２節 成果物 

第 6110 条 成果物 

１ 環境影響調査 

受注者は、表 6.1.1 に示す成果物を作成し、第 1117 条成果物の提出に従

い納品するものとする。  

 

表 6.1.1 環境影響評価成果物一覧表 

成 果 物 摘 要 

環境影響評価報告書一式 ※１ 

方法書（案）  

準備書（案） ※２ 

評価書（案） ※２ 

※１ 環境影響評価報告書には、評価項目・調査・評価手法の選定、調査及び

予測・評価・環境保全措置の検討等の報告書を含むものとする。 

※２ 要約書（案）を含むものとする。 

 

  



設計業務等共通仕様書 道路編 

改 定 現 行 

第２章 交通現況調査 

第２節 交通量調査 

第 6203 条 単路部交通量調査 

１ 業務目的 

単路部交通量調査は、対象道路断面における交通量の実態を得ることを目

的とする。 

2 業務内容 

（3）交通量観測 

受注者は、設計図書に基づき、指示された流入部、調査時間、計測単位

で方向別に車種別、自転車、横断歩行者の観測を人手等により行うものと

する。また、車種分類については「全国道路・街路交通情勢調査一般交通

量調査実施要綱 交通量調査編」（国土交通省）に準ずるものとする。  

 

第 6204 条 交差点部交通量調査 

2 業務内容 

（3）交通量観測 

   受注者は、設計図書に基づき、指示された流入部、調査時間、計測単位

で方向別に車種別、自転車、横断歩行者の観測を人手等により行うものと

する。また、車種分類については、「全国道路・街路交通情勢調査一般交通

量調査実施要綱 交通調査編」（国土交通省）（以下「渋滞調査マニュアル」

という。）に準ずるものとする。 

 

第２章 交通現況調査 

第２節 交通量調査 

第 6203 条 単路部交通量調査 

１ 業務目的 

単路部交通量調査は、対象道路断面における交通量特性を得ることを目的

とする。  

2 業務内容 

（3）交通量調査 

受注者は、監督員の指示する道路断面、調査時間および計測単位、車種

別、方向別交通量を人手等により観測を行うものとする。なお、自転車歩

行者の計測は監督員の指示によるものとする。また、車種分類、自転車歩

行者については「全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）一般

交通量調査実施要領 交通量調査編」（国土交通省）に準ずるものとする。  

 

第 6203 条 交差点部交通量調査 

 2 業務内容 

（3）交通量観測 

   受注者は、設計図書に基づき、指示された流入部、調査時間、計測単

位で方向別に車種別、自転車、横断歩行者の観測を人手等により行うも

のとする。また、車種分類については、「全国道路・街路交通情勢調査

（道路交通センサス）一般交通量調査実施要領 交通調査編」（国土交

通省）（以下「渋滞調査マニュアル」という。）に準ずるものとする。 
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第３節 速度調査 

第 6207 条 旅行速度調査 

2 業務内容 

（4）集計整理 

受注者は、集計整理について、「全国道路・街路交通情勢調査一般交通

量調査実施要綱 旅行速度調査編」（国土交通省）に準ずるものとする。 

 

 

第４節 起終点調査 

第 6209 条 路側 OD 調査 

2 業務内容 

  路側ＯＤ調査の項目は、「全国道路・街路交通情勢調査自動車起終点調査

（ＯＤ調査）実施要綱（調査編）」（国土交通省、以下「ＯＤ調査要綱」と記

す）に基づき下記のとおりとする。 

 

第５節 交通渋滞調査 

第 6211 条 交通渋滞調査 

 2 業務内容 

    交通渋滞調査の項目は、「交通渋滞実態調査マニュアル」（建設省土木研

究所 H2.2）（以下、渋滞調査マニュアル）に基づき、下記のとおりとする。 

 

第３節 速度調査 

第 6207 条 旅行速度調査 

2 業務内容 

（4）集計整理 

   受注者は、集計整理について、「全国道路・街路交通情勢調査（道路交通

センサス）一般交通量調査実施要領 旅行速度調査編」（国土交通省）に

準ずるものとする。 

 

第４節 起終点調査 

第 6209 条 路側 OD 調査 

2 業務内容 

   路側ＯＤ調査の項目は、「全国道路街路交通情勢調査実施要綱自動車起終

点調査（調査編）」（国土交通省、以下「ＯＤ調査要綱」と記す）に基づき下

記のとおりとする。 

 

第５節 交通渋滞調査 

第 6211 条 交通渋滞調査 

 2 業務内容 

    交通渋滞調査の項目は、渋滞調査マニュアルに基づき、下記のとおりと

する。 

 

 



設計業務等共通仕様書 道路編 

改 定 現 行 

 

 （5）渋滞長調査 

     受注者は、交通流の待ち行列長を 10 分毎に 10ｍ単位で観測を行うも

のとする。なお、複数車線の道路においては、車線毎に調査するものと

する。また、渋滞原因についても目視観測による補助調査を行うものと

する。 

 

  （5）渋滞長調査 

     受注者は、交通流の待ち行列長を 10 分毎に 50ｍ単位で観測を行うも

のとする。なお、複数車線の道路においては、車線毎に調査するものと

する。また、渋滞原因についても目視観測による補助調査を行うものと

する。 
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第４章 道路設計 

第１節 道路設計の種類 

第 6403 条 道路概略設計 

１ 業務目的 

道路概略設計は、第 1206 条設計業務の内容第 2 項に示す業務を、設計図

書に基づいて検討し、事業を実施しようとする最適の路線を選定することを

目的とする。本業務は使用する地形図の種類により以下に細分される。 

 

第 6404 条 道路予備設計(Ａ) 

１ 業務目的 

道路予備設計(Ａ)は、概略設計によって決定された路線について、第 1206

条設計業務の内容第 3 項に示す業務の内、平面線形、縦横断線形の比較案を

策定し、施工性、経済性、維持管理、走行性、安全性及び環境等の総合的な

検討と橋梁、トンネル等の主要構造物の位置、概略形式、基本寸法を計画し、

技術的、経済的判定によりルートの中心線を決定することを目的とする。な

お、設計図書に基づき中心線座標の計算を行うものとする。 

 

第 6408 条 道路詳細設計 

１ 業務目的 

道路詳細設計は、道路予備設計(Ｂ)、或いは同修正設計(Ｂ)で確定した中

心線位置、用地幅杭位置に基づき、第 1206 条設計業務の内容第 4 項に示す

業務を行い、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注 

第４章 道路設計 

第１節 道路設計の種類 

第 6403 条 道路概略設計 

１ 業務目的 

道路概略設計は、第 1206 条設計業務の内容第 3 項に示す業務を、設計図

書に基づいて検討し、事業を実施しようとする最適の路線を選定することを

目的とする。本業務は使用する地形図の種類により以下に細分される。 

 

第 6404 条 道路予備設計(Ａ) 

１ 業務目的 

道路予備設計(Ａ)は、概略設計によって決定された路線について、第 1206

条設計業務の内容第 4 項に示す業務の内、平面線形、縦横断線形の比較案を

策定し、施工性、経済性、維持管理、走行性、安全性及び環境等の総合的な

検討と橋梁、トンネル等の主要構造物の位置、概略形式、基本寸法を計画し、

技術的、経済的判定によりルートの中心線を決定することを目的とする。な

お、設計図書に基づき中心線座標の計算を行うものとする。 

 

第 6408 条 道路詳細設計 

１ 業務目的 

道路詳細設計は、道路予備設計(Ｂ)、或いは同修正設計(Ｂ)で確定した中

心線位置、用地幅杭位置に基づき、第 1206 条設計業務の内容第 5 項に示す

業務を行い、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注 

 



設計業務等共通仕様書 道路編 

改 定 現 行 

に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。なお、予備設計で確定

すべき要件が確定されていない場合、或いは変更の必要がある場合は、設計

図書に示された設計を行うものとする。 

 

２ 業務内容 

（５）道路付帯構造物設計 

受注者は、一般構造物［擁壁（小構造物を除く）、函渠、特殊法面保護

工、落石防護工等をいう。］及び、管渠（応力計算が必要なもの）、溝橋、

大型用排水路（幅 2ｍ超かつ延長 100ｍ超）､地下道、取付道路（幅 3ｍ超

かつ延長 30ｍ超）側道、階段工（高さ 3ｍ以上）等については、設計図書

に基づき現場条件、設計条件に合致するよう設計するものとする（照明施

設は除く）。なお、一般構造物は、設計図書に基づき第 6424 条一般構造物

詳細設計に準ずるものとする。 

（６）小構造物設計 

受注者は、前項に定める以外で原則として応力計算を必要とせず標準設

計図集等から設計できるもので、石積またはブロック積擁壁、コンクリー

ト擁壁（高さ 2ｍ未満）、管渠、側溝、街渠、法面保護工、小型用排水路

（幅 2ｍ以下または延長 100m 以下）、集水桝、防護柵工、取付道路（幅 3

ｍ以下または延長 30ｍ未満）、階段工（高さ 3ｍ未満）等を設計するもの

とする。なお、必要に応じ展開図を作成するものとする。 

 

に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。なお、予備設計で確

定すべき要件が確定されていない場合、或いは変更の必要がある場合は、

設計図書に示された設計を行うものとする。 

 

２ 業務内容 

（５）道路付帯構造物設計 

受注者は、一般構造物［擁壁（小構造物を除く）、函渠、特殊法面保護

工、落石防護工等をいう。］及び、管渠（応力計算が必要なもの）、溝橋、

大型用排水路（幅 2ｍ超かつ延長 100ｍ超）､地下道、取付道路（幅 3ｍ超

かつ延長 30ｍ超）側道、階段工（高さ 3ｍ以上）等については、設計図書

に基づき現場条件、設計条件に合致するよう設計するものとする。なお、

一般構造物は、設計図書に基づき第 6424 条一般構造物詳細設計に準ずる

ものとする。 

（６）小構造物設計 

受注者は、前項に定める以外で原則として応力計算を必要とせず標準設

計図集等から設計できるもので、石積またはブロック積擁壁、コンクリー

ト擁壁（高さ 2ｍ未満）、管渠、側溝、街渠、法面保護工、小型用排水路

（幅 2ｍ以下または延長 100m 以下）、集水桝、防護柵工、取付道路（幅 3

ｍ以下または延長 30ｍ未満）、階段工（高さ 3ｍ未満）等を設計するもの

とする。（照明施設は除く）なお、必要に応じ展開図を作成するものとす

る。 
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（９）舗装工設計 

受注者は、設計図書に示される交通条件をもとに、基盤条件、環境条件、

走行性、維持管理、経済性（ライフサイクルコスト）等を考慮し、「舗装

種別選定の手引き」（公益社団法人日本道路協会 R3.12）に示されたチェ

ックシート等を参考にアスファルト舗装／コンクリート舗装等を比較検

討のうえ、舗装の種類・構成を決定し、設計するものとする。 

（13）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に

示す事項を標準として照査を実施するものとする。   

１）基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握して

いるかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特

に地形、地質条件、土地利用、周辺整備などについては、設計の目的に

対応した情報が得られているかの確認を行う。  

２）設計条件及び現地条件など、基本的条件の整理が終了した段階での照

査を行う。また、地形、地質、土地利用、周辺整備、支障物件（地下埋

設物等）などが設計に反映されているかの確認を行う。 

 

 

 

３）設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。 

 

（９）舗装工設計 

受注者は、設計図書に示される交通条件をもとに、基盤条件、環境条件、

走行性、維持管理、経済性（ライフサイクルコスト）等を考慮し、舗装（ア

スファルト舗装／コンクリート舗装等）の比較検討のうえ、舗装の種類・

構成を決定し、設計するものとする。 

 

（13）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に

示す事項を標準として照査を実施するものとする。   

１）基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握して

いるかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特

に地形、地質条件、土地利用、周辺整備などについては、設計の目的に

対応した情報が得られているかの確認を行う。  

２）設計条件及び現地条件など、基本的条件の整理が終了した段階での照

査を行う。また、地形、地質、土地利用、周辺整備、支障物件（地下埋

設物等）などが設計に反映されているかの確認を行う。 

３）「詳細設計照査要領」（旧建設省・平成 11 年 3 月）に基づき、詳細設

計に必要な設計細部条件の検討・整理結果及び主要計画図について照査

を行う。  

４）設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。 
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第 6423 条 一般構造物予備設計 

１ 業務目的 

道路設計に伴い新たに一般構造物を新設する場合、地形・地質・立地条件

等の基本条件と整合を図り、構造性・施工性・維持管理・経済性の観点から、

以下に示す構造物毎に構造形式の比較検討を行い、最適形式と基本構造諸元

を決定することを目的とする。なお 4)の覆工に関して、受注者は設計図書

により与えられる対象の覆工と荷重の規模に基づき実施するものとする。

又、受注者は 2)の擁壁・補強土・Ｕ型擁壁及び、3)法面工に関して、スベリ

安定解析が必要となる場合にはその旨を監督員に報告すると共に、指示を受

けるものとする。 

１）門型ラーメン・箱型函渠 

２）擁壁・補強土、Ｕ型擁壁 

３）法面工（場所打ち法枠、アンカー付場所打ち法枠、吹付法枠工、アン

カー付吹付法枠工、コンクリート吹付、張ブロック）  

４）覆工（ロックシェッド、スノーシェッド、スノーシェルター） 

 

第 6423 条 一般構造物予備設計 

１ 業務目的 

道路設計に伴い新たに一般構造物を新設する場合、地形・地質・立地条件

等の基本条件と整合を図り、構造性・施工性・維持管理・経済性の観点から、

以下に示す構造物毎に構造形式の比較検討を行い、最適形式と基本構造諸元

を決定することを目的とする。なお 4)の覆工に関して、受注者は設計図書

により与えられる対象の覆工と荷重の規模に基づき実施するものとする。

又、受注者は 2)の擁壁・補強土工・Ｕ型擁壁及び、3)法面工に関して、スベ

リ安定解析が必要となる場合にはその旨を監督員に報告すると共に、指示を

受けるものとする。 

１）門型ラーメン・箱型函渠 

２）擁壁・補強土工、Ｕ型擁壁 

３）法面工（場所打ち法枠、アンカー付場所打ち法枠、吹付法枠工、アン

カー付吹付法枠工、コンクリート吹付、張ブロック）  

４）覆工（ロックシェッド、スノーシェッド、スノーシェルター） 
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第 6424 条 一般構造物詳細設計 

１ 業務目的 

詳細設計は、予備設計で決定された構造形式について設計図書、既存の関

連資料及び予備設計で検討された設計条件に基づき、地形・地質・交差条件・

荷重条件・使用材料等と整合を図り、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合

理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。

対象とする構造物は以下のとおりであり、発注者は、設計対象工種を設計図

書に指示する。なお 4)覆工、5)雪崩予防施設については、受注者は設計図書

に基づき与えられた荷重条件に従って業務を行うものとする。  

１）函渠工・・・門型ラーメン、箱型函渠 

２）擁壁・補強土・・・逆Ｔ式擁壁、重力式擁壁、Ｕ型擁壁もたれ式擁壁、

井桁式擁壁、大型ブロック積擁壁、補強土工 

３）法面工・・・場所打ち法枠工、アンカー付き場所打ち法枠工  

４）覆工・・・ロックシェッド、スノーシェッド、スノーシェルター  

５）雪崩予防施設 

 ２ 業務内容 

（６）設計計算 

受注者は、予備設計で決定された構造形式の主要構造寸法に基づき、設

計図書において指示された設計条件に従い、安定計算及び断面応力度計算

を実施する。また、下記工種は設計図書に記載がない限りスベリ安定計算

を行うものとする。なお、これによりがたい場合は監督員と協議するもの

とする。 

第 6424 条 一般構造物詳細設計 

１ 業務目的 

詳細設計は、予備設計で決定された構造形式について設計図書、既存の関

連資料及び予備設計で検討された設計条件に基づき、地形・地質・交差条件・

荷重条件・使用材料等と整合を図り、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合

理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。

対象とする構造物は以下のとおりであり、発注者は、設計対象工種を設計図

書に指示する。なお 4)覆工、5)雪崩予防施設については、受注者は設計図書

に基づき与えられた荷重条件に従って業務を行うものとする。  

１）函渠工・・・門型ラーメン、箱型函渠 

２）擁壁・補強土工・・・逆Ｔ式擁壁、重力式擁壁、Ｕ型擁壁もたれ式擁

壁、井桁式擁壁、大型ブロック積擁壁、補強土工 

３）法面工・・・場所打ち法枠工、アンカー付き場所打ち法枠工  

４）覆工・・・ロックシェッド、スノーシェッド、スノーシェルター  

５）雪崩予防施設 

 ２ 業務内容 

（６）設計計算 

受注者は、予備設計で決定された構造形式の主要構造寸法に基づき、設

計図書において指示された設計条件に従い、安定計算及び断面応力度計算

を実施する。また、下記工種は設計図書に記載がない限りスベリ安定計算

を行うものとする。なお、これによりがたい場合は監督員と協議するもの

とする。 
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・もたれ擁壁  

・井桁式擁壁  

・大型ブロック積擁壁  

・補強土 

・場所打ち法枠工  

・アンカー付き場所打ち法枠工 

 

第 6429 条 盛土・切土詳細設計 

２ 業務内容 

（５）対策工法の選定 

 

 

 

・もたれ擁壁  

・井桁式擁壁  

・大型ブロック積擁壁  

・補強土工 

・場所打ち法枠工  

・アンカー付き場所打ち法枠工 

 

第 6429 条 盛土・切土詳細設計 

２ 業務内容 

（５）検討対策工法の選定 
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第５章 地下構造物設計

第３節 共同溝設計

第 6507 条 共同溝基本検討

２ 業務内容

（４）比較案の選定

受注者は貸与資料､指示事項､現地踏査等に基づき､基本事項の検討結果

を踏まえ､比較案の選定を行うものとする｡なお､各比較案については以下

の項目を検討するものとする｡

１）一般部の断面形状

２）線形計画

受注者は線形の主要素となる箇所を設定し､概略の線形を計画するも

のとする｡特殊部､排水ピット､換気口等の位置､形状については考慮し

ないものとする｡

３）工法検討

受注者は既往資料､実績をもとに以下の項目について検討するものと

する｡

① 開削工法（山留工法）現場打共同溝・プレキャスト共同溝

② シールド工法（シールド機種）

③ 推進工法(河川､鉄道等を下越しするためのシールド工法以外の工法) 

④ その他の特殊工法

第５章 地下構造物設計

第３節 共同溝設計

第 6507 条 共同溝基本検討

２ 業務内容

（４）比較案の選定

受注者は貸与資料､指示事項､現地踏査等に基づき､基本事項の検討結果

を踏まえ､比較案の選定を行うものとする｡なお､各比較案については以下

の項目を検討するものとする｡

１）一般部の断面形状

２）線形計画

受注者は線形の主要素となる箇所を設定し､概略の線形を計画するも

のとする｡特殊部､排水ピット､換気口等の位置､形状については考慮し

ないものとする｡

３）工法検討

受注者は既往資料､実績をもとに以下の項目について検討するものと

する｡

① 開削工法（山留工法）現場打共同溝・プレキャスト共同溝

② シールド工法（シールド機種）

③ 推進工法(河川､鉄道等を下越しするためのシｰルド工法以外の工法) 

④ その他の特殊工法
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第４節 電線共同溝設計

第 6516 条 電線共同溝詳細設計

１ 業務目的

電線共同溝詳細設計は、予備設計で決定された基本事項、設計図書に示さ

れた設計条件、既往の関連資料、電線共同溝施工位置の地形、地質、既設埋

設物条件、沿道の条件に基づき、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的

に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。

第５節 成果物

第 6517 条 成果物

受注者は、表 6.5.1～表 6.5.12 に示す成果物を作成し、第 1117 条成果物の

提出に従い納品するものとする。

第４節 電線共同溝設計

第 6516 条 電線共同溝詳細設計

１ 業務目的

電線共同溝詳細設計は、予備設計で決定された基本事項、設計図書に示さ

れた設計条件、既往の関連資料、電線共同溝施工位置の地形、地質、既設埋

設物条件、沿道の条件に基づき,工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的

に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。

第５節 成果物

第 6517 条 成果物

受注者は、表 6.5.1～表 6.5.12 に示す成果物を作成し、第 1117 条成果物の

提出に従い納品るものとする。
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第７章 トンネル設計

第２節 トンネル設計

第 6704 条 山岳トンネル詳細設計

２ 業務内容

（４）本体工設計

  １）地山分類

受注者は、予備設計において決定された地山分類を基に、その後の調査

及び検討結果を加味し、地山分類を行うものとする。

２）トンネル断面及び支保工の設計

受注者は、予備設計において選定された適用断面について、その後の調

査及び検討結果を考慮して、適用断面の妥当性の確認を行うとともに支保

工の構造及び規模を選定するものとする。 特に、坑口付近、断層、破砕帯

等土圧の変化が予想される箇所、地表または近接して構造物がある場合、

かぶりの薄い場合等は安全性、施工性を考慮して、補助工法の併用も考慮

した断面及び支保工の検討を行うものとする。 ただし、断面、支保工及び

補助工法の検討は、類似トンネルの施工例等の既往資料を基に行うことを

基本とする。なお、受注者は、設計図書に基づき、構造計算(ＦＥＭ解析等)

及び補助工法の設計を行うものとする。

なお、切羽の自立が悪い場合に適用される支保パターン DI-a 以下では

原則として鏡吹付けを実施することについて図面等の設計図書に記載す

ることとする。

また、支保パターンCⅡ-b 以上の場合であっても、以下のア～ウのいず

第７章 トンネル設計

第２節 トンネル設計

第 6704 条 山岳トンネル詳細設計

２ 業務内容

（４）本体工設計

  １）地山分類

受注者は、予備設計において決定された地山分類を基に、その後の調査

及び検討結果を加味し、地山分類を行うものとする。

２）トンネル断面及び支保工の設計

受注者は、予備設計において選定された適用断面について、その後の調

査及び検討結果を考慮して、適用断面の妥当性の確認を行うとともに支保

工の構造及び規模を選定するものとする。 特に、坑口付近、断層、破砕帯

等土圧の変化が予想される箇所、地表または近接して構造物がある場合、

かぶりの薄い場合等は安全性、施工性を考慮して、補助工法の併用も考慮

した断面及び支保工の検討を行うものとする。 ただし、断面、支保工及び

補助工法の検討は、類似トンネルの施工例等の既往資料を基に行うことを

基本とする。なお、受注者は、設計図書に基づき、構造計算(ＦＥＭ解析等)

及び補助工法の設計を行うものとする。
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れかの事項が発生することが懸念される場合には鏡吹付けの実施につい

て検討する必要があることについて図面等の設計図書に記載することと

する。

ア 鏡面から岩塊が抜け落ちる

イ 鏡面の押出しを生じる

ウ 鏡面は自立せず崩れあるいは流出

第３節 シールドトンネル設計

第 6708 条 立坑予備設計

２ 業務内容

立坑予備設計の業務内容は下記のとおりとする。

（１）設計計画

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1112 条業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書

を作成し、監督員に提出するものとする。

第３節 シールドトンネル設計

第 6708 条 立坑予備設計

２ 業務内容

立坑予備設計の業務内容は下記のとおりとする。

（１）業務計画

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1112 条業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書

を作成し、監督員に提出するものとする。
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第８章 橋梁設計

第２節 橋梁設計

橋梁設計は、新規に橋梁を建設又は架替えに際して実施する橋梁の設計に適用

する。

第 6803 条 橋梁予備設計

２ 業務内容

（４）橋梁形式比較案の選定

受注者は、橋長、支間割の検討を行い、架橋地点の橋梁としてふさわし

い橋梁形式数案について、構造特性、施工性、経済性、維持管理、環境と

の整合など総合的な観点から技術的特徴、課題を整理し、評価を加えて、

監督員と協議のうえ、設計する比較案をプレキャストを含む 3 案以上選定

するものとする。

３ 貸与資料

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。

（１）道路概略設計報告書

（２）道路予備設計報告書

（３）地質調査報告書

（４）実測平面図（縮尺 1/200～1/500）

（５）実測縦横断面図（縮尺 1/100～1/200）

（６）周辺施設（既設、計画）に関する資料

第８章 橋梁設計

第２節 橋梁設計

橋梁設計は、新規に橋梁を建設又は架替えるに際して実施する橋梁の設計に適

用する。

第 6803 条 橋梁予備設計

２ 業務内容

（４）橋梁形式比較案の選定

受注者は、橋長、支間割の検討を行い、架橋地点の橋梁としてふさわし

い橋梁形式数案について、構造特性、施工性、経済性、維持管理、環境と

の整合など総合的な観点から技術的特徴、課題を整理し、評価を加えて、

監督員と協議のうえ、設計する比較案 3 案を選定するものとする。

３ 貸与資料

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。

（１）道路概略設計報告書

（２）道路予備設計報告書

（３）地質調査報告書

（４）実測平面図（縮尺 1/200～1/500）

（５）実測縦横断面図（縮尺 1/100～1/200）

（６）周辺施設（既設、計画）に関する資料
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（７）環境影響評価報告書 

 

第 6804 条 橋梁詳細設計 

３ 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

（１）橋梁予備設計成果 

（２）道路線形計算書 

（３）実測平面図（縮尺 1/200～1/500） 

（４）実測縦横断面図（縮尺 1/100～1/200） 

（５）道路等詳細設計成果関連部分 

（６）地質調査報告書 

（７）周辺施設（既設、計画）に関する資料 

（８）幅杭設計成果 

（９）環境影響評価報告書 

 

第４節 橋梁補強設計 

第 6809 条 橋梁補強予備設計 

１ 業務目的 

橋梁補強予備設計は、設計図書、既存の関連資料及び関連する基準等を基

に、補強の目的に沿った上部工、下部工、基礎工及び上下部接続部について

補強工法の比較検討を行い、最適補強工法とその基本的な構造諸元を決定す

ることを目的とする。 

 

 

第 6804 条 橋梁詳細設計 

３ 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

（１）橋梁予備設計成果 

（２）道路線形計算書 

（３）実測平面図（縮尺 1/200～1/500） 

（４）実測縦横断面図（縮尺 1/100～1/200） 

（５）道路等詳細設計成果関連部分 

（６）地質調査報告書 

（７）周辺施設（既設、計画）に関する資料 

（８）幅杭設計成果 

 

 

第４節 橋梁補強設計 

第 6809 条 橋梁補強予備設計 

１ 業務目的 

橋梁補強予備設計は、設計図書、既存の関連資料及び関連する基準等を基

に、補強の目的に沿った上部工、下部工あるいは基礎工について補強工法の

比較検討を行い、最適補強工法とその基本的な構造諸元を決定することを目

的とする。  
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第９章 道路施設点検 

第２節 道路防災カルテ点検 

第 6902 条 道路防災カルテ点検 

１．業務目的 

道路防災カルテ点検は、過年度に作成された道路防災カルテを用いて、設

計図書に基づいた条件で、防災カルテを用いた点検及び防災カルテの修正を

行うことを目的とする。 

 

第３節 成果物 

第 6903 条 成果物 

受注者は、次の各号について成果物を作成し、第 1117 条成果物の提出に従

い、納品するものとする。 

（１）道路防災カルテ点検 

点検実施結果を反映させた防災カルテ及び特記仕様書によるものとする。 

 

第９章 道路施設点検 

第２節 道路防災カルテ点検 

第 6902 条 道路防災カルテ点検 

１．業務目的 

道路防災カルテ点検は、発注者より貸与される道路防災カルテを用いて、

設計図書に基づいた条件で、防災カルテを用いた点検及び防災カルテの修正

を行うことを目的とする。 

 

第３節 成果物 

第 6903 条 成果物 

受注者は、次の各号について成果物を作成し、第 1117 条成果物の提出に従

い提出するものとする。 

（１）道路防災カルテ点検 

点検実施結果を反映させた防災カルテ及び特記仕様書によるものとする。 

 



設計業務等共通仕様書 港湾・漁港編 

改 定 現 行 

第８編 港湾・漁港編 

第１節 予備・基本設計 

３ 使用する基準及び図書 

（１）受注者は、「港湾の施設の技術上の基準・同解説（平成 30 年 5 月）(公社)

日本港湾協会」に準拠し、設計業務を実施しなければならない。 

 

４ 設計手法 

（３）受注者は、技術基準対象施設の設計にあたっては、適切な維持への配慮の

視点を取り入れた設計を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８編 港湾・漁港編 

第１節 予備・基本設計 

３ 使用する基準及び図書 

（１）受注者は、「港湾の施設の技術上の基準・同解説（平成 19 年 7 月）(社)日

本港湾協会」に準拠し、設計業務を実施しなければならない。 

 

４ 設計手法 
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第５節 実施設計 

２ 設計計画 

受注者は、設計に当り、事前に業務の目的、内容を把握し、業務の遂行に必要な

計画を立案しなければならない。 

なお、必要に応じ、第８編 第１節 ２～５を適用する。 

 

５ 成果 

（１）受注者は、実施設計の成果として、「表－３実施設計成果物項目」に示す内

容の成果物を作成し、監督員に提出しなければならない。 

 

表－３ 実施設計成果物項目 

成 果 物 内 容 

Ⅰ 報告書 

 １）設計説明書 

 ２）設計図面 

 ３）設計計算書 

 

設計位置、目的、延長、構造形式 

工事の実施に必要な図面の作成 

設計図書に基づく工種別、材料別の数量の算出 

Ⅱ 設計図面  
 

第５節 実施設計 

２ 設計計画 

受注者は、設計に当り、事前に業務の目的、内容を把握し、業務の遂行に必要な

計画を立案しなければならない。 

 

 

５ 成果 

（１）受注者は、実施設計の成果として、「表－３実施設計成果物項目」に示す内

容の成果物を作成し、監督員に提出しなければならない。 

 

表－３ 実施設計成果物項目 

成 果 物 内 容 

Ⅰ 報告書 

 １）設計説明書 

 ２）設計図面 

 ４）設計計算書 

 

設計位置、目的、延長、構造形式 

工事の実施に必要な図面の作成 

設計図書に基づく工種別、材料別の数量の算出 

Ⅱ 設計図面  
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第１章 水路設計 

第７節 パイプライン路線計画 

第 9121条 実施設計 

２ 業務内容 

(５)路線選定 

４）路線比較検討 

最終比較路線について詳細工事費の比較を行うものとする。 

 

(６)路線計画図作成 

受注者は、実施路線について 1/500 平面縦断図を作成するもの

とする。 

 

第 9136条 基本設計 

２ 業務内容 

(４)設計計画 

２）型式、規模及び構造の検討 

型式、規模、構造を比較検討し、概略を決定するものとする。 

第１章 水路設計 

第７節 パイプライン路線計画 

第 9121条 実施設計 

２ 業務内容 

(５)路線選定 

４）路線比較検討 

最終比較路線について 1/500 平面縦断図を作成するものとす

る。 

(６)路線計画図作成 

受注者は、実施路線について詳細工事費の比較を行うものとす

る。 

 

第 9136条 基本設計 

２ 業務内容 

(４)設計計画 

２）型式、規模及び構造の検討 

型式規模、構造を比較検討し、概略を決定するものとする。 
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改 定 現 行 

第 2章 農道設計 

第２節 現況調査計画 

第 9202条 基本設計 

２ 業務内容 

(３)計画 

６）基幹農道計画 

諸検討を基に基幹農道計画の大綱を定める。 

 

第３節 道路計画 

第 9204条 構想設計 

(３)線形計画・設計 

１）線形計画・設計基本計画 

1/5,000地形図により、種々条件を考慮し、図上での計画を行

うとともに、作業計画を樹立する。 

 

第 9206条 実施設計 

１ 業務目的 

実施設計は、第 1206 条設計業務の内容第 4 項に示す業務を、基本

設計で確定した中心線位置、用地幅杭位置に基づき、工事に必要な詳

細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書

を作成することを目的とする。なお、基本設計で確定すべき要件が確

定されていない場合、或いは変更の必要がある場合は、設計図書に示

された設計を行うものとする。 

第 2章 農道設計 

第２節 現況調査計画 

第 9202条 基本設計 

２ 業務内容 

(３)計画 

６）幹線農道計画 

諸検討を基に幹線農道計画の大網を定める。 

 

第３節 道路計画 

第 9204条 構想設計 

(３)線形計画・設計 

１）線形計画・設計基本計画 

1/5,000地形図により、種々条件を考慮し、図上での計画を行

う。 

 

第 9206条 実施設計 

１ 業務目的 

実施設計は、第 1206 条設計業務の内容第 8 項に示す業務を、基本

設計で確定した中心線位置、用地幅杭位置に基づき、工事に必要な詳

細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書

を作成することを目的とする。なお、基本設計で確定すべき要件が確

定されていない場合、或いは変更の必要がある場合は、設計図書に示

された設計を行うものとする。 
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改 定 現 行 

２ 業務内容 

 (３)線形計画・設計 

１）線形計画・設計基本方針 

概定した線形について、総合的に比較し、細部設計に資すると

ともに、作業計画を樹立する。 

 

（７）大型構造物の計画設計・図面作成 

    別添 特記仕様書によるものとする。 

（８）排水計画・設計 

（９）工事数量計算 

受注者は、設計横断図により土工、法面工等の詳細数量を、附帯

構造物設計図書に基づき附帯小構造物一式の詳細数量を算出する

ものとする。 

（10）概算工事費積算 

（11）施工計画 

（12）特別仕様書作成 

（13）点検取りまとめ 

（14）報告書作成 

２ 業務内容 

 (３)線形計画・設計 

１）線形計画・設計基本方針 

概定した線形について、総合的に比較し、細部設計に資する。 

 

 

（新設） 

 

（７）排水計画・設計 

（８）工事数量計算 

受注者は、設計横断図により土工、法面工等の詳細数量を、付帯

構造物設計図書に基づき附帯小構造物一式の詳細数量を算出する

ものとする。 

（９）概算工事費積算 

（10）施工計画 

（11）特別仕様書作成 

（12）点検取りまとめ 

（13）報告書作成 
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改 定 現 行 

第３章 ほ場整備 

第 1節 ほ場整備設計 

第 9302条 基本設計 

２ 業務内容 

(４)計画・設計諸元検討 

７）面積算定 

1/1,000図上で、機器の使用により面積を測定し、各種計画が

樹立出来るようまとめる。 

 

(13)経済効果算定 

２）作物生産効果算定 

所定様式により作物生産効果を算定する。 

３）営農経費節減効果算定 

所定様式により営農経費節減効果を算定する。 

 

第 9503条 基本設計 

２ 業務内容 

(14)経済効果算定 

２）作物生産効果算定 

所定様式により作物生産効果を算定する。 

３）営農経費節減効果算定 

所定様式により営農経費節減効果を算定する。 

第３章 ほ場整備 

第 1節 ほ場整備設計 

第 9302条 基本設計 

２ 業務内容 

(４)計画・設計諸元検討 

７）面積算定 

1/1,000図上で、三斜法又は座標読取機の使用により面積を測

定し、各種計画が樹立出来るようまとめる。 

 

(13)経済効果算定 

２）増産効果算定 

所定様式により増産効果を算定する。 

３）営農労力節減効果算定 

所定様式により営農労力節減効果を算定する。 

 

第 9503条 基本設計 

２ 業務内容 

(14)経済効果算定 

２）増産効果算定 

所定様式により増産効果を算定する。 

３）営農労力節減効果算定 

所定様式により営農労力節減効果を算定する。 
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改 定 現 行 

第 9504条 実施設計 

２ 業務内容 

(11)水管橋の設計 

受注者は、以下の作業を行い、水管橋の設計を行うものとする｡ 

１）設計図作成 

必要な構造計算を行い、構造図、配筋図、配管図及び仮設図を

作成する。 

第 9504条 実施設計 

２ 業務内容 

(11)水管橋の設計 

受注者は、以下の作業を行い、水管橋の設計を行うものとする｡ 

１）設計図作成 

必要な構造計算を行い、構造図、配筋図、配管図及び仮設図等

を作成する。 
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改 定 現 行 

第 6章 営農飲雑用水施設設計 

第１節 営農飲雑用水施設設計 

第 9602条 基本設計 

２ 業務内容 

(７)送水管路施設設計 

受注者は以下の作業を行い、送水管路施設設計を行うものとす

る。 

１）設計図作成 

1/1,000平面図から図測縦断図を作成し、それに基づき水理計

算と構造計算から管種、口径を決定し、縦断計画図及び附帯施設

の標準構造図を作成する。 

 

第 9603条 実施設計 

２ 業務内容 

(４)取水施設設計 

１）構造図作成 

詳細な水理ポンプ容量計算及び構造計算を行い、詳細構造図及

び配筋図を作成する。 

第 6章 営農飲雑用水施設設計 

第１節 営農飲雑用水施設設計 

第 9602条 基本設計 

２ 業務内容 

(７)送水管路施設設計 

受注者は以下の作業を行い、送水管路施設設計を行うものとす

る。 

１）設計図作成 

1/1,000平面図から図測縦断図を作成し、それに基づき水理計

算と構造計画から管種、口径を決定し、縦断計画及び附帯施設の

標準構造図を作成する。 

 

第 9603条 実施設計 

２ 業務内容 

(４)取水施設設計 

１）構造図作成 

詳細な水理ポンプ容量計算を行い、詳細構造図及び配筋図を作

成する。 
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○『設計業務等共通仕様書（案） 第１２編 建築設計編』を次のように改正する。 

改 正 
現行 

【参考：愛媛県土木部  設計業務等共通仕様書（案）】 
第 12 編 建築設計編  

第１章 総則 

第 12101条 適用 

１ 建築設計業務委託共通仕様書（以下「建築共通仕様書」という。）は、愛媛県が発注する建築設計業

務（建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務、積算業務及び設計意図伝達業務をいうもの

とし、以下「設計業務等」という。）に係る設計業務等委託契約書（以下「契約書」という。）及び設計

図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約

の適正な履行の確保を図るためのものである。 

４ 測量業務、              地質・土質調査業務等に関する業務については、別に定め

る各共通仕様書によるものとする。 

 

第 12102条 用語の定義 

建築共通仕様書に使用する用語の定義は､次の各項に定めるところによる｡ 

12 「設計図書」とは、契約書第 1条第 1項に定める設計図書（仕様書、図面、現場説明書及び現場説明

に対する質問回答書）をいう。 

30 「書面」とは、手書き､印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し､記名       したものを

有効とする。 

(１)緊急を要する場合は、        電子メール等により伝達できるものとするが、後日有効な

書面と差し換えるものとする。電子メールにより行う場合は、「愛媛県土木設計業務等の電子納品要

領（以下、「電子納品要領」という。）」によるものとする。 

(２) 電子納品を行う場合は、「電子納品要領」によるものとする。 

38 「連絡」とは、監督職員と受注者の間で、契約書に該当の無い事項又は緊急で伝達すべき事項につい

て、口頭、       電子メール等 により互いに知らせることをいう。 

 

第 12204条 業務の着手 

受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14日（土曜日、日曜日、祝日等（行政機

関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第１条に規定する行政機関の休日（以下「休日等」と

いう。））を除く。）以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術

者が設計業務等の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。 

 

第 12105条 設計図書等の貸与又は支給及び点検 

１ 監督員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。 

２ 受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は監督員に報告し、その指示を受けなけれ

ばならない。 

第 12 編 建築設計編  

第１章 総則 

第 12101条 適用 

１ 建築設計業務委託共通仕様書（以下「建築共通仕様書」という。）は、愛媛県の発注する建築設計業

務（建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務         をいうもの

とし、以下「設計業務等」という。）に係る設計業務等委託契約書（以下「契約書」という。）及び設計

図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約

の適正な履行の確保を図るためのものである。 

４ 測量業務、用地測量業務、用地調査業務、地質・土質調査業務等に関する業務については、別に定め

る各共通仕様書によるものとする。 

 

第 12102条 用語の定義 

建築共通仕様書に使用する用語の定義は､次の各項に定めるところによる｡ 

12 「設計図書」とは、                  仕様書、図面、現場説明書及び現場説明

に対する質問回答書 をいう。 

30 「書面」とは、手書き､印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し､記名、署名又は捺印したものを

有効とする。 

(１)緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メール により伝達できるものとするが、後日有効な

書面と差し換えるものとする。電子メールにより行う場合は、「愛媛県土木設計業務等の電子納品要

領（以下、「電子納品要領」という。）」によるものとする。 

(２) 電子納品を行う場合は、「電子納品要領」によるものとする。 

38 「連絡」とは、監督職員と受注者の間で、契約書に該当の無い事項又は緊急で伝達すべき事項につい

て、口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより互いに知らせることをいう。 

 

第 12104条 業務の着手 

受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14日（土曜日、日曜日、祝日等（行政機

関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第１条に規定する行政機関の休日（以下「休日等」と

いう。））を除く ）以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術

者が設計業務等の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。 

 

第 12105条 設計図書 の    支給及び点検 

                                           

１ 受注者からの要求があった場合で、監督員が必要と認めたときは、受注者に図面の原図若しくは電子

データを貸与    する。ただし、建築共通仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものにつ
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３ 受注者からの要求があった場合で、監督員が必要と認めたときは、受注者に図面の原図若しくは電子

データを貸与又は支給する。ただし、建築共通仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものにつ

いては、受注者の負担において備えるものとする。 

４ 監督員は、必要と認めるときは、受注者に対し、図面又は詳細図面等を追加で貸与又は支給するもの

とする。 

 

第 12107条 管理技術者 

３  管理技術者の資格要件は特記仕様書による。なお、管理技術者は、日本語に堪能（日本語通訳が確

保できれば可）でなければならない。 

４ 管理技術者に委任できる権限は、契約書第 10条第２項に定める事項とする。ただし、受注者が管理

技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもってその内容を含め通知しない限り、管

理技術者は受注者の一切の権限（契約書第 10 条第３項の規定により行使できないとされた権限を除

く。）を行使することができるため、発注者及び監督員は、管理技術者に対して指示等を行えば足りる

ものとする。 

５ 管理技術者は、監督員が指示する関連のある設計業務等の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、

業務を実施しなければならない。 

６ 管理技術者は、照査結果の確認を行わなければならない。 

７ 管理技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむを得

ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得な

ければならない。 

 

第 12109条 主任技術者 

２ 主任技術者の資格要件は特記仕様書による。 

 

第 12112条 打合せ及び記録 

 

第 12113条 業務計画書 

２ 業務計画書の内容は、特記仕様書による。なお、受注者は、設計図書において照査技術者による照査

が定められている場合は、照査計画について記載するものとする。 

 

第 12114条 資料の    返却 

                                           

１ 受注者は、貸与された図面及び関係資料等の必要がなくなった場合はただちに監督員に返却するも

のとする。 

２ 受注者は、貸与された図書及び関係資料等を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合

には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 

３ 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。 

 

いては、受注者の負担において備えるものとする。 

２ 受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は監督員に報告し、その指示を受けなけれ

ばならない。 

３ 監督員は、必要と認めるときは、受注者に対し、図面又は詳細図面等を追加     支給するもの

とする。 

 

第 12107条 管理技術者 

３  管理技術者の資格要件は特記   による。なお、管理技術者は、日本語に堪能（日本語通訳が確

保できれば可）でなければならない。 

                                                

                                                

                                                

                                                

         

４ 管理技術者は、監督員が指示する関連のある設計業務等の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、

業務を実施しなければならない。 

５ 管理技術者は、照査結果の確認を行わなければならない。 

６ 管理技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむを得

ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得な

ければならない。 

 

第 12109条 主任技術者 

２ 主任技術者の資格要件は特記   による。 

 

第 12112条 打合せ等    

 

第 12113条 業務計画書 

２ 業務計画書の内容は、特記   による。なお、受注者は、設計図書において照査技術者による照査

が定められている場合は、照査計画について記載するものとする。 

 

第 12114条 資料の貸与及び返却 

１ 監督員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。 

２ 受注者は、貸与された図面及び関係資料等の必要がなくなった場合はただちに監督員に返却するも

のとする。 

３ 受注者は、貸与された図書及び関係資料等を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合

には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 

４ 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。 

 



設計業務等共通仕様書 建築設計編 

第 12120条 検査 

１ 受注者は、契約書第 32条第１項の規定に基づき、業務が完了した旨を発注者に通知する際には、契

約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければならない。 

 

第 12126条 発注者の賠償責任 

発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 

（１）契約書第 28条に規定する一般的損害、契約書第 29条に規定する第三者に及ぼした損害について、

発注者の責に帰すべき損害とされた場合 

 

第 12128条 部分使用 

１ 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第 34条の規定に基づき、受注者に対して部分使

用を請求することができるものとする。 

（１）別途設計業務等の使用に供する必要がある場合 

（２）その他特に必要と認められた場合 

 

第 12129条 再委託 

２ 契約書第７条第３項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー（複写）、ワープロ（文書作成）、

印刷、製本、計算処理（構造計算、設備計算及び積算を除く）、トレース、資料整理、模型製作、透視

図作成、資料の収集及び単純な集計等とする。 

 

第２章 設計業務等一般 

第 12201条 使用する技術基準等 

１ 受注者が、業務を実施するに当り、適用すべき基準等（以下「適用基準等」という。）は、特記仕様

書による。 

２ 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ

監督員と協議し、承諾を得なければならない。 

                                           

 

第 12202条 設計業務の条件 

３ 受注者は、設計にあたって建設副産物の発生、抑制、再利用の促進等の視点を取り入れた設計を行う

ものとする。なお、             リサイクル計画書の作成は特記仕様書による。 

６ 受注者は、形状、構造、使用材料、施工方法等について、コスト縮減の観点を取り入れた設計を行う

ものとする。なお、コスト縮減に係る提案書の提出は特記仕様書による。 

 

 

 

第 12120条 検査 

１ 受注者は、契約書第 32条第１項の規定に基づき、   完了届  を発注者に提出する際には、契

約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければならない。 

 

第 12126条 発注者の賠償責任 

発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 

（１）契約書第 27条に規定する一般的損害、契約書第 28条に規定する第三者に及ぼした損害について、

発注者の責に帰すべき損害とされた場合 

 

第 12128条 部分使用 

１ 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第 33条の規定に基づき、受注者に対して部分使

用を請求することができるものとする。 

（１）別途設計業務等の使用に供する必要がある場合 

（２）その他特に必要と認められた場合 

 

第 12129条 再委託 

２ 契約書第７条第３項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー     、ワープロ   、

印刷、製本、計算処理（構造計算、設備計算及び積算を除く）、トレース、資料整理、模型製作、透視

図作成、資料の収集及び単純な集計等とする。 

 

第２章 設計業務等一般 

第 12201条 使用する技術基準等 

１ 受注者が、業務を実施するに当り、適用すべき基準等（以下「適用基準等」という。）は、特記    

 による。 

２ 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ

監督員と協議し、承諾を得なければならない。 

３ 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。 

 

第 12202条 設計業務の条件 

３ 受注者は、設計にあたって建設副産物の発生、抑制、再利用の促進等の視点を取り入れた設計を行う

ものとする。また、建設副産物の検討成果として、リサイクル計画書を作成するものとする。 

６ 受注者は、コスト縮減の観点より、形状、構造、使用材料、施工方法等について、         

      設計時に検討すべきコスト縮減   提案を行うものとする。 

 

 

 

 


